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奈良県における
総合治水の推進に関する取り組み

近畿地方流域治水シンポジウム
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■奈良県の河川の水系
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■大和川水系の特徴

○奈良盆地全域

２４市町村を流れる

○奈良県の面積の２０％

⇒８５％の人口が集中

○最後は、１本の河川

○出口は１つだけ！
亀の瀬渓谷
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■大和川「亀の瀬」地すべりの歴史

明治３６年 地すべり

●地すべり災害の歴史

・明治３６年７月、断続的に降り続いた雨で地すべりが発生
・大和川がせき上げられ、王寺から三郷にかけ約４５ha
が浸水

昭和６年～８年 地すべり

・地すべりにより、河床が９ｍ以上隆起
・大和川は完全に閉塞され、上流に浸水被害が発生
・旧国鉄関西本線のトンネルも圧壊

昭和４２年 地すべり

○ 地すべりしやすい地質であるため、昔から大きな災害が発生

○ 現在は、国による地すべり対策工事により、土塊移動の変位は解消

○ 亀の瀬狭窄部を開削するためには、追加的な地すべり対策が必要

→ 亀の瀬を開削し、奈良盆地の治水安全度を高めるには時間がかかる

奈良

大阪

大和川

地すべり防止区域

地すべりブロック

・大規模な地すべりにより、国道２５号が約１ｍ隆起
・大和川も川幅が約１ｍ縮小した
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■昭和５７年８月の大和川大水害

王寺駅前の商店街

写真提供：奈良新聞

天理市庵治町

写真提供：奈良新聞
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■近年の水害

大和川 藤井観測所 観測水位 昭和53年～（４０年間）の比較

○ 平成２５年９月の台風１８号、平成
２６年８月の台風１１号、平成２９年
１０月の台風２１号で、大和川の藤
井地点で計画高水位を超過

藤井観測所

１０ｍ

王寺町藤井地先王寺町藤井地先

計画高水位 ８．２９ｍ

氾濫注意水位 ６．０ｍ

水防団待機水位 ４．０ｍ

水

位

（ｍ）
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■平成２９年１０月台風２１号による浸水被害

王寺町元町 三郷町立野南地区

○JR大和路線が運休

○国道２５号が通行止
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■流域全体が一体となり水害に強いまちづくり

昭和５７年８月の大和川大水害が契機

両面から洪水被害を軽減・防止

川の水を安全に流す施設整備
による対策

地域開発により低下した奈良盆
地の保水・遊水機能を回復し、
盆地内の各支川へ雨水が一気
に流れ出すことを抑える対策

治水対策 （ながす対策） 流域対策 （ためる対策）

大和川流域総合治水対策
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■総合治水対策の具体的な取り組み

遊水地

河川改修 ダム

雨水貯留浸透施設

ため池治水利用

ため池の保全

防災調整池

治水対策

流域対策



9

■治水対策（大和川遊水地）

大和川の洪水を一時的に貯留する概ね１００万ｍ３の遊水地
の整備を国が推進中

○大和川河川事務所より提供

＜位置図＞

＜大和川遊水地（保田地区）
保田第二樋門施工状況＞

＜大和川遊水地（保田地区）イメージパース＞
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■流域対策（ため池の治水利用）

ため池

流入

流出

ため池の放流口を小さくする（オリフィスの設置）こ
とで、ピーク時の流出量を低減し、下流域への洪
水到達時間を遅らせる

大和川流域に数多く存在している 『ため池』 を使って雨水を一時
的に貯留することで 、河川の増水を抑制

※約１４５万ｍ３の洪水調節容量を確保（Ｒ２年度末）

●ため池の治水利用による流出抑制効果

洪水調節容量

放流口

想定以上の洪水の場合は
上部の越流堤から洪水を排出

鰻掘池（大和郡山市）

常時水位

洪水時最高水位
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■流域対策（雨水貯留浸透施設）

広陵町 真美ヶ丘中学校

大雨の時、雨水を一時的に校庭等に駐留することで、雨水の急激
な流出を抑制

※約１６万ｍ３の洪水調節容量を確保（Ｒ２年度末）
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■流域対策（水田貯留）

田んぼの排水口に5㎝ほどの穴
を開けた調整板を設置

水田に降った雨を一時的に貯留することで流出抑制を図り、下流
の浸水被害を軽減

※約５万ｍ３の洪水調節容量を確保（Ｒ２年度末）
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■流域対策（その他）

●防災調節池 ●透水性舗装

宅地や商業施設等で新規で土地開
発を行う場合、開発に伴う雨水の流
出増を開発前の流出量まで軽減す
ることを基本として、調整池を設置

透水性のアスファルトで舗装し、降
った雨を土中に浸透させ直接流出
することを防ぐ



条例制定の背景
○ 昭和５７年の大水害を契機に取り組んできた総合治水対策について、社会情勢の変化により新たな課題が発生してきました。

条例の目的
○ 大和川流域における新たな課題の解決に向けた取組の強化
○ 総合治水の取り組みを体系的に実施

・ 防災調整池の設置を必要としない小規模開発の増加 （3,000㎡未満の開発が約38%に）
・ 市町村による流域対策の低迷 （ため池治水利用施設の対策率は約42%）
・ ため池の減少による保水力の低下 （約15年で約400個のため池が減少）
・ 浸水被害の恐れのある区域における市街化区域編入 など

●浸水被害の軽減及び拡大の防止
●県民の「くらしの向上」

条例の特徴

② 開発等に伴う防災調整池の対象面積を強化します。 【従来】3,000㎡以上 → 【条例】1,000㎡以上

③ 浸水のおそれのある区域を指定・公表し、原則として市街化区域への編入を行いません。

④ 総合治水の推進のため、協定を締結し市町村を支援するなど推進体制をつくります。

防災調整池の設置、適正な維持管理義務について知事の命令に従わない場合、罰則が適用されます

① 「ながす対策」「ためる対策」「ひかえる対策」の三本柱で総合治水を推進します。

推進
体制

ながす
対策

ためる
対策

ひかえる
対策

ながす対策（治水対策）

・大和川水系河川整備計画に基づき、河川の整備、 河川管理施設
の維持管理を行う。

ひかえる対策（土地利用対策）

・市街化編入抑制区域を指定し、公表します。

降った雨を河川で安全に流すために、河川整備や維持管理を
行います。

ためる対策（流域対策）

・特定開発行為をしようとする者は、知事が定める基準に適合する防災調整池を設置しなけれ
ばなりません。

降った雨が一気に川に流れ出ないように、一時的に雨を貯める対策を行います。

総合治水の推進体制
・県と市町村は総合治水の推進に関する協定を締結することができます。

流域の上下流市町村が連携して一体的に取り組む仕組みをつくります。

浸水のおそれのある区域での市街化を抑制します。

・雨水貯留浸透施設の整備と適正な管理

・ため池治水利用施設の整備と適正な管理

・水田貯留施設の整備と適正な管理

・ため池の保全

・農地の保全・市街化編入抑制区域を、新たに市街化区域として定めないものとする。
（対策が講じられる場合は除く）

市街化編入抑制区域とは、10年確率降雨で想定浸水深が50cm以上
の区域（市街化調整区域に限る）

特定開発行為とは
① 1,000㎡以上の都市計画法、宅地造成等規制法、採石法、砂利採取法の規定により知事の許可
又は認可を受けなければならない開発行為等

②10,000㎡以上の森林法の規定により知事の許可を受けなければならない開発行為

・森林の保全

・防災調整池の設置が完了したときは、管理者等を届け出なければなりません。

・防災調整池の管理者は、知事が定める基準に基づき、防災調整池の機能を維持するために
適正な管理を行わなければなりません。

・協定を締結したときは、県と市町村は総合治水の推進に関する計画を策定します。
・計画に基づく県の施策を優先的に実施し、計画に基づく市町村の施策を積極的に支援します。

課題
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■大和川流域における総合治水の推進に関する条例」の概要 奈良県 平成３０年１０月１日施行
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■条例の概要①（ひかえる対策とは）

市街化調整区域で、頻繁に床上浸水レベルの浸水が起こるような
区域の市街化区域への編入を抑制し、浸水被害の拡大を防ぐ対策

開
発

■浸水被害の増加
浸水のおそれがある箇所が市街化されると、
自らが浸水に遭うリスクが増加

■浸水区域の拡大
浸水区域で盛土が行われると、周囲に浸水
区域が拡大
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■条例の概要②（市街化編入抑制区域）

市街化調整区域の中で、10年につき1回の割合で発生すると予想
される雨（時間雨量50ミリ程度）が降った場合、浸水深が50cm以上
になると予想される区域を市街化編入抑制区域に指定し、市街化
区域への編入を抑制

○区域を公表

○原則として市街化区域に編入しない

※ただし、著しい被害の発生を防止する対策が講じら
れる場合は、この限りでない

※区域については、河川改修の進捗等に応じて適宜
見直す予定

「市街化区域編入抑制区域」に指定されると
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■条例の概要③（防災調整池等の設置）

調整池の設置の対象

調整池の設置が完了した時

設置後の維持管理

防災調整池設置、適正な維持管理義務の違反について
知事の命令に従わない場合、罰則が適用されます。

平成３０年１０月１日以降

調整池の設置の対象

大和川流域内の開発許可面積割合の変化

平成３０年９月３０日まで

開発面積が3,000m2以上 開発面積が1,000m2以上

設置完了時に管理者等の届出が必要です
管理者が変更する場合も届出が必要です

機能を維持するための、適正な管理が必要です

しかし、

0.3ha未満の
開発割合が

増加

防災調整池の設置が必要な開発行為等※の対象面積を変更

また、防災調整池の管理者の届出や、適正な維持管理についても義務付

※開発行為等とは、採石法、森林法、宅地造成等規制法、砂利採取法、都市計画法といった関係法
令に基づいて一定規模以上の開発を行うための許認可が必要な行為
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■条例の概要④（ため池の保全）
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■奈良県平成緊急内水対策事業

平成２９年１０月の台風２１号において、
内水氾濫による大規模な内水被害が発生。

新たな「ためる対策」として、「奈良県平成緊急内
水対策事業」に着手

喫緊の課題である内水浸水被害の解消に向け、県と市町
が連携して、対策に必要な貯留施設を整備

貯留施設候補箇所の選定

※有識者による適地選考委員会で審議
（市町で地元調整、

予備設計を実施）

優先的に内水対策を実施し、浸水被害の
解消を目指す重点地区の決定

【重点地区の選定】

【事業箇所の決定】

貯留施設事業箇所の決定

【事業実施】

詳細設計、用地買収、工事

供用開始

※県・市町が協定を締結

※有識者による適地選考委員会に報告

奈良県平成緊急内水対策 事業の流れ

 財政支援 ⇒ 総事業費から国費と交付
税措置額を除いた額の半分を県が市・町
に助成

 技術支援 ⇒ 技術者が不足する市・町
に対し、設計業務や工事発注、監督業務
などを県が受託する『奈良モデル』による
垂直補完の制度を活用

奈良県による市町への支援

Ｒ２年度 完成施設

田原本町

事業主体は市町。重点的に進めるため、
県から市町に下記の支援を実施
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２．大和高田市磯野北町地区

１．大和高田市栄町地区
（新規箇所）高田土木事務所駐車場地下貯留施設(1,700m3)

３．大和郡山市北郡山町地区

４．天理市庵治町地区
（新規箇所）庵治池(88,000m3)

５．桜井市桜井地区

６．御所市今住地区
（事業箇所）今住流域貯留施設(2,000m3)

７．三郷町勢野東5丁目地区
（事業箇所）勢野東地下貯留施設(25,000m3)

８．斑鳩町法隆寺南3丁目地区
（新規箇所）農地(3,300m3)

９．川西町吐田地区

１０・１１．三宅町但馬地区

１２．田原本町阪手南地区
（事業箇所）県水道資材置場(3,800m3)

阪手新池(4,000m3)
社会福祉協議会駐車場等(5,000m3)［供用済］

１３．田原本町富本地区
（事業箇所）富本農地(5,700m3)

１４．田原本町小阪地区
（事業箇所）小阪農地(2,900m3)

西井上農地(17,000m3)

１５．広陵町大場地区
（事業箇所）大場流域貯留施設(58,000m3)

１６．広陵町三吉地区
（事業箇所）馬見川左岸流域貯留施設(9,000m3)

馬見川右岸流域貯留施設(19,500m3)

１７．広陵町中地区
（事業箇所）古寺流域貯留施設(30,000m3)

１８．河合町長楽・川合地区

１９．王寺町葛下3丁目地区
（事業箇所）葛下流域貯留施設(35,900m3)

令和３年５月現在

奈良県平成緊急内水対策 重点地区・事業箇所 位置図



• 大和川流域の流域治水の取り組みについて、流域治水プロ
ジェクトに位置づけられた。

• 流域治水法案の成立により、奈良県内の大和川流域も特
定都市河川指定の対象となった。
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■さらなる流域治水の取り組み

国・県・市町村が協働して流域治水の取り組みを推進
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